
保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
証
を
更
新
し
ま
す

◆
7
月
中
旬
に
新
し
い
保
険
証
を

お
送
り
し
ま
す

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
7

月
31
日
で
す
。
新
し
い
保
険
証
は

7
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
簡
易
書
留

郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。
受
け
取

り
の
際
、
印
鑑
ま
た
は
署
名
が
必

要
で
す
。
配
達
時
に
不
在
の
場
合

は
郵
便
局
へ
再
配
達
の
依
頼
を
す

る
か
、
直
接
受
け
取
り
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
預
か
り
期
間
後
は
、

保
険
年
金
課
に
現
在
お
持
ち
の
保

険
証
ま
た
は
身
分
証
明
書
な
ど
と

印
鑑
を
持
参
し
、
受
け
取
っ
て
く

だ
さ
い
。

ま
た
、保
険
料
額
決
定
通
知
書
、

保
険
料
額
納
入
通
知
書
な
ど
は
別

便
で
お
送
り
し
ま
す
。

●
新
し
い
保
険
証
は
オ
レ
ン
ジ
色

保
険
証
の
色
が
、
青
色
か
ら
オ

レ
ン
ジ
色
に
変
わ
り
ま
す
。

8
月
1
日
以
降
に
医
療
機
関
な

ど
を
受
診
す
る
と
き
は
、
必
ず
新

し
い
保
険
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
有
効
期
限
の
切
れ
た
保
険
証

は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
東
・
形

原
・
西
浦
の
各
出
張
所
へ
お
返
し

く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
を
更
新
し
ま
す

70
歳
以
上
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
の
方
に
交
付
し
て
い
る
国

民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証（
高

齢
受
給
者
証
）の
有
効
期
限
は
7

月
31
日
で
す
。
新
し
い
高
齢
受
給

者
証
は
7
月
末
ま
で
に
郵
送
し
ま

す
。8

月
以
降
、
医
療
機
関
な
ど
を

受
診
す
る
と
き
は
、
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。
有
効
期
限
の
切
れ
た
高
齢
受

給
者
証
は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は

東
・
形
原
・
西
浦
の
各
出
張
所
へ

お
返
し
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
の
更
新
・
申
請

◆
限
度
額
適
用
認
定
証

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
が
入

院
し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
入
院

費
の
支
払
が
所
得
に
応
じ
た
自
己

負
担
限
度
額
に
な
り
ま
す
。

◆
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

非
課
税
世
帯
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
が
入
院
し
た
場
合
、
申

請
に
よ
り
入
院
時
の
食
事
代（
標

準
負
担
額
）は
左
表
の
と
お
り
減

額
さ
れ
ま
す
。

区　　分 １食あたりの
入院時食事代

（参考）市県民税課税世帯 260円

市県民税
非課税世帯

90日まで入院 210円

90日を越える入院（申請月から
過去12カ月間の入院日数） 160円

※ 市県民税非課税世帯のうち所得が一定基準に満たない世帯の70～74
歳の方は、申請により入院日数に関わりなく自己負担額は100円。

認
定
証
の
更
新　
現
在
、
交
付
さ

れ
て
い
る
限
度
額
適
用
認
定
証

お
よ
び
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
で

す
。
現
在
入
院
中
で
、
認
定
証

の
交
付
を
受
け
て
い
る
方
は
、

必
ず
7
月
中
に
更
新
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

認
定
証
の
申
請　
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
の
で
、
必
要
な
方
は

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の　

保
険
証
、

印
鑑
、
認
定
証（
お
持
ち
の
方
）

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

下
水
道
へ
の
接
続
を

川
や
海
の
き
れ
い
な
街
に

水
は
自
然
か
ら
の
贈
り
物
。
大

切
に
使
い
た
い
も
の
で
す
。
生
活

排
水
な
ど
、
汚
れ
た
水
を
そ
の
ま

ま
流
せ
ば
自
然
環
境
に
与
え
る
影

響
は
悪
化
し
ま
す
。
き
れ
い
な
川

や
海
を
守
る
た
め
、
下
水
道
を
利

用
し
ま
し
ょ
う
。

◆
下
水
道
の
役
割

①
便
所
の
水
洗
化
に
よ
り
快
適
な

暮
ら
し
が
で
き
ま
す
。

②
家
の
ま
わ
り
の
側
溝
か
ら
悪
臭

や
害
虫
の
発
生
を
防
ぎ
、
環
境

を
改
善
し
ま
す
。

③
汚
れ
た
水
は
き
れ
い
に
処
理
し

て
か
ら
流
す
た
め
、
海
や
川
が

よ
み
が
え
り
ま
す
。

◆
下
水
道
へ
の
接
続

下
水
道
へ
接
続
す
る
際
の
宅
地

内
汚
水
の
接
続
工
事
は
、
市
の
下

水
道
排
水
設
備
指
定
工
事
店
が
行

い
ま
す
。

指
定
工
事
店
は
、
工
事
の
見
積

か
ら
相
談
、
施
工
だ
け
で
な
く
、

市
へ
の
事
務
手
続
き
な
ど
の
代
行

も
行
い
ま
す
。
下
水
道
工
事
に
関

す
る
こ
と
は
、
お
近
く
の
指
定
工

事
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

な
お
、
市
で
は
汲
み
取
り
便
所

を
水
洗
便
所
に
改
造
、
ま
た
は
浄

化
槽
を
撤
去
し
て
下
水
道
へ
接
続

す
る
工
事
を
行
う
方
に
、
無
利
子

の
融
資
を
あ
っ
旋
し
て
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、
下
水
道
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
の
調
査
に
ご
協
力
を

新
築
・
増
築
・
取
り
壊
し
な
ど

を
行
っ
た
家
屋
の
調
査
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
税
務
収
納
課
職
員
が

伺
っ
て
、
建
築
確
認
申
請
書
、
見

積
書
な
ど
の
資
料
を
見
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
場
合
は
税
務
収
納
課
ま
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
家
屋
を
新
築
・
増
築
・
取
り
壊

し
た
と
き

○
家
屋
の
利
用
方
法
を
変
更
し
た

と
き（
店
舗
な
ど
を
居
住
用
建

物
へ
変
更
、
居
住
用
建
物
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
店
舗
な
ど
へ

変
更
し
た
と
き
）

○
土
地
の
利
用
方
法（
現
況
地

目
）
を
変
更
し
た
と
き（
住
宅

用
地
を
畑
へ
変
更
、
畑
を
駐
車

場
へ
変
更
し
た
と
き
な
ど
）

※
土
地
利
用
が
居
住
用
宅
地
・
非

居
住
用
宅
地
に
よ
り
税
額
の
算

出
方
法
が
異
な
り
、
居
住
用
宅

地
と
認
め
ら
れ
る
と
税
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。
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